
 

弾道ミサイルを想定した住民避難訓練の実施について 

 

弾道ミサイルが我が国に落下する可能性がある場合、どのような情報が伝達

され、県民がどのような行動をとるべきかについての県民の理解を促進する

ため、国、石川県及びかほく市共同による住民避難訓練を下記の通り実施します

ので、お知らせします。 

 

記 

 

１ 日時 

令和５年８月７日（月）１０：００～１０：１０頃 

 

２ 場所 

     かほく市宇野気地区周辺 

  

３ 主催者 

     内閣官房、消防庁、石川県、かほく市 

  

４ 訓練想定 

Ⅹ国から弾道ミサイルが発射され我が国に飛来する可能性があると判明 

 

５ 訓練項目 

（１）情報伝達訓練 

防災行政無線等を通じて、住民への情報伝達を実施 

（２）住民避難訓練 

宇野気地区周辺施設において、住民が屋内で避難行動を実施 

（３）その他 

上記訓練に合わせ、国からの弾道ミサイルに関する情報伝達を受け、

県と市町・消防等との間で、情報伝達訓練を実施 

※ 訓練終了後、かほく市役所において、訓練参加者による講評・振り返り

を実施 

 

令和５年７月２４日 

危機対策課 

課長  南（内線 4280） 

直通 076-225-1480 

【解禁日時】 

消防庁指示により国･県･かほく市一斉解禁でお願いします。 

 令和５年７月２４日（月）１７時 



 

６ その他 

取材及び参観を希望される方は、以下によりお申込みください。後日

案内を送付します。 

（申込方法）  

申込事項（会社・所属名、参加者氏名、当日の連絡先）をメール等

により石川県危機対策課まで送付してください。 

（申込・問合せ先）  

石川県危機管理監室危機対策課 担当 山本、徳田 

メール：e170700@pref.ishikawa.lg.jp 

電話（ＦＡＸ）：０７６-２２５-１４８２（１４８４） 



石川県かほく市における弾道ミサイルを想定した住民避難訓練について（概要）

日 時
令和５年８月７日（月）
１０：００～１０：１０頃

場 所
石川県かほく市宇野気地区周辺

訓 練
想 定

Ⅹ国から弾道ミサイルが発射され、
我が国に飛来する可能性があると
判明

主 要
訓 練
項 目

○防災行政無線等により、住民
への情報伝達を実施

○かほく市宇野気地区周辺施設
において、施設利用者が屋内
での避難行動を実施

※上記訓練に合わせて、県と県内
市町・消防等において弾道ミサ
イルの発射情報を受けての情報
伝達訓練を実施

主催者
内閣官房、消防庁、石川県、
かほく市

その他
参観・取材対応については、別途、
石川県から報道発表を実施


